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⻄宮市空家等対策計画の構成 

 
 

計画策定の趣旨 計画の位置づけ 計画期間 空家の定義 

１ 空家等対策計画とは 

３ ⻄宮市の空家等を取り巻く現状と課題 ５ 空家等への対策 ４ 計画の目標と基本方針 

 

⻄宮市都市計画マスタープラン 

２ 上位・関連計画 

目 標 

総合的な空家等対策による 
「⽂教住宅都市」にふさわしい 

環境の維持・増進 

 

推進体制 計画の評価と⾒直し 

６ 推進方策 

第４次⻄宮市総合計画 にしのみや住宅マスタープラン 

空家等対策を 
取り巻く課題 

 

基本方針 

管理が不適切な空家等と特定空
家等の発生への予防的な取り組
みの推進 

１ 

地域の特性に応じた活用・流通
の促進 ２ 

所有者等への総合的な支援 ３ 

多分野連携による空家等対策の
取り組みの促進 ４ 

空家等対策を取り巻く現状 

特定空家等に係る措置その他の特定空家等への対処 

「⽂教住宅都市」として良好な住環境を
維持するために特定空家等を作り出さ
ない施策に重点を置く 

計画の対象 

今後の人口減少及
び高齢化の進展等
に伴ない空家等の
増加が懸念される 

 

市の南部、北部な
ど多様な地域特性
があり、空家等の
発生要因が異なる 

 

管理意識の低い所
有者や管理・活用
したくてもできな
い所有者がいる 

 

空家等の増加によ
り都市のイメージ
が損なわれること
が懸念される 

 

担当部門の単独の
取り組みや⾏政施
策のみでは十分な
対応が難しい 
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住
宅
地
と
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等
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実
態
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査
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結
果 

空
き
家
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関
す
る 

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査 

・平成３０年代前半をピークに人口減少 
・地域により人口減少・高齢化の進度が異

なる 
・地域により若者世代の動態が異なる 

・⼾建て住宅の割合は少ない 
・比較的新しい住宅が多い 
・⽼朽住宅は比較的少ない 

・南部は低層住宅地が多く、北部は⼭林・
農地が広がる 

・北中部は公共交通がやや乏しい 

・住宅地としての人気は高い 
・市⺠活動が盛んである 
・学生が多い 

・現状、他都市に比べ空家等の割合は低い 

・北部地域は南部地域に比べて空家等、管
理が不適切な空家等の割合が高い 

・南部地域の⼭沿いではバス路線から離れ
た場所で空家等が多い 

・南部地域の南側では利便性の高い場所で
も空家等が多い 

・所有者に管理の意思がない、所有者の管
理頻度が低い建物が⼀定数ある 

・活用そのものに否定的な意⾒だけでなく、
年齢等で活用したいができないという意
⾒もある 

・空家等活用に向けた支援を希望する意⾒
が多い 

１) 
所有者等に
よる空家等
に係る適切
な管理の促
進 

２) 
空家等及び
除却した空
家等に係る
跡地の活用
の促進 

要因ごとの対策 

相続・管理に係る予防的啓発 

管理責任を認識していない所有者や管理の意思がな
い所有者に対する啓発 

住まいの定期点検や修繕等に関する情報提供 

空家等の管理など、住まいに関する相談窓口の充実 

所有者以外の者により空家等を⽇常管理する仕組みの構築  

活用の意思がない所有者に対する啓発 

相続・利活用に係る予防的啓発 

空家バンク制度による情報の提供 

住まいの利活用に関する相談窓口の充実 

活用方策の多様化への支援 

地域団体等による跡地の活用への支援 

再建築が困難な敷地や狭小な敷地の活用に対する支援  

空家等が多い地域の魅⼒発信 

改修による活用への支援 

管理が不適切な空家等の所有者に対する情報提供と改善促進  

適切に管理されない
空家等の発生要因 

所有者に管理
の意思がない 

１
ｌ 

１ 

所有者に活用
の意思がない 

１
ｌ

３ 

所有者に活用
の意思はある
ができない 

１
ｌ

４ 

環境や建物に関
わる要因（不動
産としての流通
に関わる要因） 

２ 

１ 

所
有
者
に
関
わ
る
要
因 

所有者に管理
の意思はある
ができない 

１
ｌ

２ 




